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はじめに

働き方の多様化が進展するなか､創造的で自律的な仕事が可能となる条件整備を求め

て､労働時間管理の柔軟化 ･弾力化にむけた取り組みが進んでいるDその際､裁量労働

制など現行制度の運用課題を把握しその要因を分析することは､労働時間法制の改革を

はじめ今後の労働時間管理のあり方を検討する上で意義あることと考える｡

裁量労働制をみれば､2004年に､企画業務型裁量労働制の導入 ･運用に関する要件 ･

手続きが緩和されているにもかかわらず､必ずしも導入が進んでいるとは言えない状況

にある｡その要因として導入手続きの煩雑さや対象職種の制限を指摘する調査は多いが､

運用上の課題を詳細に調査した研究は多くはない｡

本調査研究では厚生労働省の委託をうけ､このような問題意識のもとに､裁量労働制

など柔軟な労働時間管理制度の運用実態を把握するとともに､制度を一部の部署や職種

に導入することによる他部署や他の労働者-の影響や外部効果について分析を行った｡

その上で､効果的な制度の導入 ･運用を進める際の留意点や条件について整理すること

を目指 した｡企画業務型裁量労働制を導入している企業の人事部や事業所の管理職を対

象としたアンケート調査結果からは､企画業務型裁量労働制の運用が比較的 ｢うまくい

っている｣職場では､制度の導入に伴い､業務分担を見直したり､業務評価やプロセス

評価など評価制度の客観性 ･納得性を高めるなどの対応を図っている傾向が伺える｡

本調査研究を進めるにあたっては､アンケー ト調査-の回答をはじめ､多くの関係者

の方にご尽力を頂戴したOここに改めて感謝を申し上げたいo

本報告書が､これからの裁量労働制導入をはじめ効果的な労働時間管理の柔軟化 ･弾

力化が進む一助になれば幸いであるO

財団法人社会経済生産性本部
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第 1章 これからの裁量労働制のあり方

慶鷹義塾大学 八代 充史

この章では裁量労働制の導入 ･拡大の経緯やこれまでの調査結果を概観 し､どの様

な問題意識に基づいて今回の調査研究を行ったかを述べることにしたい｡

1.ホワイ トカラーの労働時間管理と裁量労働制

1987年の労働基準法改正によって､裁量労働制が導入された｡裁量労働制とは､労

働時間を実労働時間ではなく ｢みなし労働時間｣で管理するというものである｡当初

は専門業務型に限定されていたが､1998年の労働基準法の改正によって 2000年から

適用対象がホワイ トカラーの企画業務にも拡大された｡これが ｢企画業務型裁量労働

制｣である｡社会経済生産性本部 『2005年度日本的人事制度の現状と課題』(生産性

労働情報センター､2005年)によれば､裁量労働制を導入している企業は､専門業務

型で 19.0%､企画業務型で10.7%､となっている｡ (1)(2)

裁量労働制が拡大したのは､文字通り ｢裁量的な仕事｣即ち業務の遂行を上司の命

令だけではなく､働く個人の裁量に委ねる仕事が増大していることが背景にある｡従

来の労働法制で主に想定されていたのは､工場労働に代表される ｢9時5時労働｣で

ある｡工場労働ではラインのチームワークで仕事をしているので､仕事を一人で出来

ないし､仕事のスピー ドはラインのスピー ドによって決められる｡もちろん､その日

やり残した仕事を自宅に持ち帰ることもできない｡従って､そこには ｢時間的な裁量

性｣や ｢空間的な裁量性｣は存在しなかった｡

しかし近年は､業務の遂行に関して裁量性がある仕事､具体的には ｢どの程度の量

を行 うか｣､｢いつまでに行 うか｣､｢どこで行 うか｣が働く側に委ねられている仕事が

増大しているOこうした仕事が増大している要因としては､IT化や組織のフラット

化などいくつかの理由が指摘されているが､最も重要なのは､就業構造の変化による

ホワイ トカラー職種の増大であろうo

例えば､会社の仕事を家に持ち帰る ｢風呂敷残業｣と呼ばれる行動が事務系ホワイ



トカラー職種に見られることは以前から指摘されているが､｢会社の仕事を持ち帰るこ

とが出来る｣のは､｢空間的裁量性｣が存在するからに他ならない｡サテライ ト･オフ

ィスや､在宅勤務の対象となる仕事も同様である｡また､彼らの仕事には工場労働と

は異なり､業務遂行のペースや仕事の順位づけといった点で､一定の ｢時間的裁量性｣

も存在する｡

従って､こうしたホワイ トカラー職種の中で､特に研究開発など専門性の高い仕事

や､事務系職種の中でも業務遂行に関して自立性の高い企画的な仕事に関しては､労

働時間管理の大原則であった ｢実労働時間｣による管理から切り離 して ｢みなし労働

時間｣によって管理する､それによって労働時間にとらわれない､より成果を重視し

た働き方を指向するというのが､労働基準法における裁量労働制の趣旨である｡

しかし､実際には､労働基準法の想定する裁量性の高い仕事と比較的定型的な仕事

が混在しているのが職場の実態である｡この調査研究の目的は､裁量労働制が労働基

準法の趣旨に即して職場で運用されているか､法律の趣旨に沿わない仕事に適用され

ていることはないか､さらに裁量労働制の適用者が存在する職場では､法の適用を受

けることによって如何なる変化が生じたのか､こうした点を明らかにすることにあるO

調査結果の概要に先立ち､これまでの調査の中から､企業の本社等に勤妙るホワイ

トカラーを対象に､彼らの仕事や労働時間に関して郵送質問紙調査を実施 した､連合

総合生活開発研究所 『裁量労働制の適用可能性に関する調査研究報告書』(2000年)､

を検討 しよう｡この調査は､企画業務型裁量労働制が適用される以前に､当時の対象

部門の中で､この制度がどの程度適用可能であるかを調べている｡具体期には､業務

管理の裁量性を測定する代理指標として､下記設問を取り上げ､1-4の選択肢を指

数化 (全く当てはまる-1､やや当てはまる-2､あまり当てはまらない-3､全く

当てはまらない-4)することによって裁量度を測定したo

1)｢必要に応 じて自分で仕事の手順や方法を変えられる｣ことの程度｡

2)｢仕事を進める上で必要な権限が与えられている｣ことの程度.

3)｢基本的な方向について上司の同意を得れば､あとはほとんど自分で決めること

ができる｣ことの程度｡



また労働時間管理に関する裁量性を測定する代理指標として､下記設問を取 り上げ､

1-4の選択肢を指数化 (全く当てはまる-1､やや当てはまる-2､あまり当ては

まらない-3､全く当てはまらない-4)することによって裁量度を測定した｡

1)｢出退勤時間を自分の裁量で決められる｣ことの程度｡

2)｢必要時応 じて自分で仕事のペースを変えられる｣ことの程度｡

そ して裁量労働制適用が潜在的に可能な ｢適用可能者｣(その条件は注 (2)参照)

と､適用対象にはならない ｢適用除外者｣で､上記業務管理に関する裁量性と労働時

間管理に関する裁量性がどの様に異なるかを検討 した｡

その結果､業務管理に関しては ｢適用可能者｣の方が ｢適用除外者｣比べ若干裁量

性の程度が高いが､ただ し大幅に高い水準にあるわけではないことが分かった｡他方

労働時間管理については､｢適用可能者｣と ｢適用除外者｣の間にほとんど差はなかっ

た｡

さらに調査票の回答に基づいて､業務管理の裁量性 と労働時間管理に関する裁量性

の両方が高い者を算出した結果､適用可能者の 1割に満たなかった｡

ここから､｢適用可能者｣の中で､実際に裁量労働制を適用できる裁量性を有 してい

る者は少ないこと､逆に ｢適用除外者｣の中にも裁量性を有 している者がいることが

窺われるO以上を踏まえて報告書は､企画業務型適用者の裁量性を高めるべく､業務

の遂行及び労働時間管理の面で管理者が具体的な指示をしないようにすることが求め

られるとしている｡

2.郵送質問紙調査 (管理職対象)の概要

(1)調査方法 ･調査の時期

ここでは､郵送質問紙調査 (管理職対象)の概要について述べよう｡調査対象は企

画業務型裁量労働制が導入されている 348社の 1,013事業所において､適用者の部下

がいる管理監督者である｡各事業所の人事 ･労務担当者宛てに調査票を 10票ずつ送付

し､条件に当てはまる管理監督者への配布を依頼 した｡調査の時期は 2005年 10月､

607票を集計対象としたO以下は調査結果の概要である｡



(2)調査結果の概要

まず､企画業務型裁量労働の運用状況について尋ねたところ､｢かなりうまくいって

いる｣(6.8%)､｢うまくいっている｣(73.3%)を合わせると､80.1%の企業が肯定的

な評価をしているO

職場の管理対象者に占める企画業務型適用者比率は43.6%､企画業務型該当者に占

める適用者の比率は､93.1%と高くなっている｡

労働時間における裁量度は､出勤時間では88.5%､また退勤時間では90.4%とほと

んどの職場で ｢対象者全員に裁量が認められている｣Oただし､在宅勤務やテレワーク

を認める管理職は少数であり､65.3%が ｢認めておらず､今後も予定はない｣と回答

している｡

企画業務型裁量労働制の導入に伴う実労働時間の変化を尋ねた結果､｢変わらない｣

という回答が78.0%と大多数を占めている｡

企画業務型裁量労働適用者が､実際に担当業務全体のうち企画 ･立案 ･調査 ･分析

にどの程度従事しているかを尋ねた結果 ｢70-80%未満｣(15.1%)､｢80-90%未満｣

(19.8%)､｢90-100%未満｣(15.3%)､そして ｢100%｣(8.2%)となっており､適

用者の業務に裁量労働制に該当しない業務が一定割合含まれていることが分かるOま

た制度の肯定群と否定群とで比較すると､後者では｢40%未満｣が23.8%で最も多く､

肯定群に比べ比率の分布に幅が大きくなっている｡

次に､適用者に対する仕事の指示方法を見ると､｢業務の目的､目標や期限など基本

的な事項を指示 している｣が 64.9%に達してお り､｢基本的な事項について同意が得

られれば､後はほとんど本人にまかしている｣は30.2%であるOまた､適用者の仕事

の期限の設定については､｢適用者が期限を全て自ら決定している｣は 19.0%であり､

｢必ず適用者の意見を聴いて､ライン管理職が期限を決めている｣が32.9%､最も多

いのは ｢仕事の緊急度に応 じてライン管理職が決めるが､適用者からの意見を聴くよ

うに努めている｣の42.7%であった｡管理職が適用者の仕事の進め方に関与する場合

が少なくないことが明らかである｡

適用者から比較的よく受ける相談内容としては､｢役割や責任の範囲｣が 43.2%で

最も多く､これに ｢仕事や成果の評価について｣(36.4%)､｢仕事の量の多さについて｣

(28.2%)が続いている｡

企画業務型裁量労働制が導入された理由としては､｢創造的 ･自律的な仕事ができる



環境整備｣､｢成果主義の浸透に向けて意識改革｣が共に72.8%で､最も多くなってい

る｡

ところで､企画業務型裁量労働制の適用者が出ると､そのことは職場の他の人員に

どの様な影響をもたらすだろうか｡適用者が自己完結的に仕事をするのが可能になり､

生産性が向上しているのか｡或は逆に､適用者の退社時間が遅れることが他者の退社

時間にも影響するといった､経済学の言う ｢外部効果｣を生じているのだろうか｡

この点､管理職の意識を4段階で尋ねた結果､｢成果や業績-の意識が高まった｣が

3.09で最も高く､次いで ｢効率的な仕事の進め方をするようになった｣2.90となって

いる｡他方､外部効果に関しては､｢適用者でないものに業務量が偏り､残業時間が増

加した｣(1.42)､｢適用者とそうでないものとが混在するため職場内の仕事の配分 ･連

携 ･調整が難しい｣(1.59)､｢管理職の仕事の負荷が増加 した｣(1.78)など-の回答

は何れも否定的であり､適用者の存在が職場で外部効果を引きおこしていないことが

明らかである｡

3.郵送質問紙調査 (企業対象)の概要

(1)調査方法 ･調査の時期

次に述べるのは､郵送質問紙調査 (企業調査)の概要である｡調査対象は､従業員

数 500名以上の企業 3,600社の人事労務担当部長､調査の時期は2005年 12月､集計

対象は 399票であるO調査結果の概要は以下の通り､企画業務型裁量労働制だけでは

なく､専門業務型裁量労働制についても尋ねている｡

(2)調査結果の概要

専門業務型及び企画業務型裁量労働制の導入割合は､それぞれ 9.3%､5,0%で､運

用状況を見ると､｢うまくいっている｣という回答が最も多く､47.4%､52.4%となっ

ている｡

専門業務型及び企画業務型裁量労働制の導入目的として最も多かったのは､管理職

調査と同様｢創造的､自律的な仕事ができる環境整備｣であり､それぞれ86.8%､81.0%､

次いで ｢成果主義の浸透に向けて意識改革｣(65.8%､76.2%)､である｡

実労働時間の変化についても､管理職調査と同様 ｢変わらない｣という回答が､そ

れぞれ 55.3%､76.2%と半数を超えているが､前者では ｢わからない｣が23,7%とや

や多くなっている｡



裁量労働制の導入に伴 う業務の見直しに関しては､専門業務型では68.4%､また企

画業務型では85.7%が｢特に分担を見直していない｣と答えているが､前者では26.3%

と､およそ4分の1の企業が ｢適用者の担当業務を中心に見直した｣と答えている｡

裁量労働制導入の職場に与える効果 ･影響を見ると専門業務型では52.6%､また企

画業務型でも38.1%の企業が ｢部門の生産性や成果はあがった｣と答えている｡

最後に裁量労働制の導入･運用上の課題は､｢労務管理が煩雑になる｣(44.1%)こと

であった｡

なお郵送質問紙調査の詳細については､この他戦略的人的資源管理の観点から多変

量解析による詳細な分析も行われているOこの点を含めて､詳細は第2章を参照され

たい｡

4.企業ヒアリング調査の概要

(1)調査対象

今回は､郵送質問紙調査と平行 して､企画業務型裁量労働制の運用実態をより詳細

に明らかにすべく､10社の企業 (うち4社は労働組合)にヒアリング調査を実施した｡

調査の時期は､2005年 10月中旬から2006年 1月下旬にかけて､調査対象は､企業の

人事担当者 (ないしは労働組合役員)､及び一部企業では､適用者を部下に持つ現場管

理職にもヒアリングを実施 したD詳細は第 3章を参照されたいが､以下はその概要で

ある｡

(2)調査結果の概要

まず､企画業務型裁量労働制の導入理由については､ほとんどの企業が ｢より成果

を重視するため｣という点を挙げていた｡導入プロセスは､労働組合と協議をしなが

ら管理職や組合員に出来上がった制度を説明して理解を得るというものだった｡制度

を導入するに際して仕事の見直しをしたという企業は見られなかった｡

対象となる従業員については､多くの企業では対象者は ｢全社的にいる｣｡対-象者の

条件としては､職能資格制度等に応 じて一定以上の階層に位置づけられている従業員

を対象とする企業がほとんどであり､それに勤続年数の条件を加えている所もある｡

適用者とライン管理職との業務や仕事上の責任については､｢人事考課や部下管理は

管理職の仕事｣といった明確な違いを打ち出した企業は少数であり､｢仕事はクロス ･

オーバーしている｣というのが現状である｡



制度の問題として最も多く指摘されたのは､｢優秀な人に業務負担が偏ってしまう｣

ことである｡裁量労働制は､適用者の裁量に委ねられるのはあくまで ｢働き方の裁量｣

であり､仕事量を決定するのは管理職である｡従って管理職のマネジメントが重要で

あると言えるだろう｡

制度導入に対する従業員の意識は､現行の制度に満足しており､あまり大きな不満

はない.職場の同僚についても､働き方の違いによる乱棟や､非適用者の残業時間の

増加といった ｢マイナスの外部効果｣は見られなかった｡逆に､非適用者のモラール

アップ効果や管理職の組織運営力向上､制度適用者のマネジメント能力向上といった

｢プラスの外部効果｣を把握できたことは､今回のヒアリングの重要な発見である0

5.今後の検討課題

最後に､以上の調査結果を踏まえて今後裁量労働制に関して明らかにされるべき課

題を以下に示しておきたい｡

(1)裁量労働制の外部効果

この調査の一つの重要な目的は､裁量労働制適用に伴い ｢外部効果｣が発生してい

るかどうかを確認することにあったが､ライン管理職を対象にした郵送質問紙調査や

企業ヒアリングの結果､非適用者-の仕事のしわ寄せなど ｢マイナスの外部効果｣の

存在は､必ずしも確認されなかった｡それは､なぜだろう｡

外部効果が生じる可能性があるのは裁量労働制適用者の業務が 100%企画的なもの

であり､彼らが ｢非企画型業務｣を一切行わず､非裁量労働制適用者が非企画型業務

を行 う場合である (その結果､例えば裁量労働者の帰社の遅れが､非裁量労働者にし

わ寄せされる)｡しかし､実際には企画業務比率から明らかなように､企画業務型適用

者も ｢非企画型業務｣に従事している｡このことは､企画型業務適用者の仕事の中に

｢企画業務｣と｢定型的な非企画業務｣が揮然一体となっていることを意味している｡

この点､適用者の企画型業務比率が 50%に満たない､著 しく低い企業については､

裁量労働制が労働基準法の趣旨に即して運用されていないと見なし､彼らを適用者か

ら外すか､企画業務比率を上げるよう企業に求めるべきだろう｡反面 ｢雇用労働にお

ける裁量労働制｣や､日本型の職場組織における業務の分担を前提として､適用者の

業務にどこまで ｢非企画型業務｣を許容するべきかという点も無視できない｡その理

由を次に述べよう｡



(2)裁量労働制と業務請負とは何が違うか?

企画業務型適用者が ｢非企画業務｣に従事している一つの理由は､それがあくまで

も ｢雇用労働における裁量労働｣だからである｡本来､企画業務型裁量労働制の適用

者は企画業務に専念し､｢非企画業務｣は他者の担当とすべきである｡しかし例えば出

張伝票の処理など本来事務職社員が行 うべきことも､彼らの業務の繁忙度合いによっ

ては臨機応変に自分自身で処理することが求められるのが､日本的な職場の業務分担

である｡

また､企画業務型裁量労働制では､業務の進捗や勤務場所などの決定は本来個人に

委ねられるべきだろう｡ しかし実際は郵送質問紙調査結果からも明らかなように､管

理職が適用者の仕事の進め方や仕事の期限について指示をしている場合が少なくなか

った｡これは雇 う側と雇われる側との指揮命令関係を前提とした雇用労働では､程度

の差こそあれ不可避であろう｡

従って､裁量労働は従来の労働時間に基づく管理から見れば成果主義を指向した自

己完結的な業務遂行を前提にしているが､しかし明確に区分けされた業務を担当し､

企業との指揮命令関係が存在しない業務請負とは異なることが認識されなければなら

ない｡

(3)｢企画業務型適用者｣の裁量労働と ｢管理職Jの裁量労働は何が違うか?

これまで ｢裁量労働制｣と ｢業務請負｣の相違点について述べたが､企業で裁量的

な仕事をしているのは､決して裁量労働制適用者だけではないO仕事の裁量性が最も

高いのは､実は労働基準法の労働時間管理が適用されない ｢管理職｣と呼ばれる者で

あるO管理職が如何なる役割を担っているかについての研究は余り多くはないが､彼

らはマネジメントコントロールの担い手としての側面と､管理職自身もタスクの遂行

者であるという (営業課長の仕事は､営業係長の監督だけではなく､課長も自分自身

のテリトリーを持っている)側面を併せ持っている｡ (3)

それでは､企画業務型適用者の ｢裁量労働｣と管理職の ｢裁量労働｣の違いはどこ

にあるのか｡一般に管理職国有の仕事として､予算獲得､人事考課､プロジェクト･

マネジメントといった点が挙げられるが､裁量労働制適用者がプロジェクトメンバー

を人選する企業が存在したこと-も事実である｡それでは､企画業務型適用者のマネジ

メントと管理職のマネジメントの共通点､相違点は何か (企業ヒアリングの結果､一

部の企業は ｢人事考課権｣をメルクマールにしていた)O今後この点については､一層



の研究が必要であろう｡

【注】

(1)これは2004年に行われた調査結果であるが､1998年調査結果によれば､研究開発

型､企画業務型の導入比率は､それぞれ 11.4%､3.0%､である｡

(2)企画業務型裁量労働制導入の条件は､以下の通りであるO

(∋適用対象事業所が本社､またはそれに準じる所であること｡

②対象業務が､事業運営に関する企画､立案､調査､分析を組み合わせたものであ

り､業務の性質上その遂行を大幅に労働者に委ねる必要がある｡業務遂行及び労

働時間に関して､使用者は具体的な指示をしない｡適用者は､上記を組み合わせ

た業務に常態として従事していること｡

③制度適用労働者は､対象業務を遂行するための知識 ･経験等を有していること｡

④裁量労働制の運用に関する労使委員会を設置 し､上記諸点に関して委員の5分の

4以上の多数による決議を行 うこと｡

詳細は､連合総合生活開発研究所､前出報告書を参照されたい｡

(3)例えば､八代充史 『管理職層の人的資源管理』有斐閣､2002年､を参照されたい｡

し



し

第2章 アンケー ト調査結果

1.アンケー ト調査の概要

(1)調査のねらい

事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画､立案､調査及び分

析を行 う労働者を対象に､｢企画業務型裁量労働制｣が2000年 4月より導入可能となっ

た｡その後 2004年 1月より､この制度がより有効に機能するよう､その導入にあたり

労使の十分な話し合いを必要とすること等の制度の基本的な枠組みは維持しつつ､同制

度の導入 ･運用についての要件 ･手続きを緩和してきている｡しかしながら､厚生労働

省 ｢就労条件総合調査｣(平成 17年)では､みなし労働時間制を採用 している企業は

ll.4%､企画業務型裁量労働制は0.6%(最も導入率の高い 1000人以上規模でも3.2%)

にとどまっているO

その原因として､企業が､制度導入による職場の混乱やコミュニケ-ション不足等の

リスクを避けようとしていることが考えられる｡しかし､実際制度を導入 した職場にお

いてどういった問題が生じているかについては､あまり実態調査がなされていない｡本I

調査研究では､実際に企画業務型裁量労働制が導入されている事業所における､運用上

の問題､例えば､企画業務型裁量労働制適用者 (以下､適用者)は対象業務だけを行 う

ことが可能なのか､適用者とそうではない者が混在 しているような場合に､業務配分で

非適用者に業務のしわよせが生じることはないのか､適用者がいることが職場のコミュ

ニケーションや顧客､他部門との連絡 ･連携に障害とならないか､などを探ることとあ

わせて､こうした課題に対してどのような対応をとっているかという点も調査を行い､

企画業務型裁量労働制の今後のあり方を検討する基礎資料とする目的で実施 した (以下､

事業所調査)｡

なお､事業所帯査とは別に企業の人事担当者を対象に､裁量労働制をはじめとする労

働時間制度の運用実態や職場-の影響等について尋ねている｡(以下､企業調査)0

(2)調査概要

①事業所調査

･調査対象 :

企画業務型裁量労働制が導入されている企業348社の1013事業所において､

企画業務型裁量労働制の部下がいる管理監督者
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配布方法 :

各事業所の人事 ･総務担当者宛に調査票を 10票ずつ送付し､調査対象の条

件にあてはまる管理監督者に配布を依頼

･調査期間

･集計対象

②企業調査

･調査対象

･配布方法

･調査期間

･集計対象

2005年 10月 18日～11月7日

607票 (83社)

従業員数500名以上の企業3,600社の人事労務担当部長

人事労務担当部長宛てに郵送し､郵送により直接回収した｡

2005年 12月9日～12月 31日

399票 (回収率 11.1%)

(3)調査結果の概要

(丑事業所調査

○企画業務型裁量労働制の運用がrうまくいっている｣と感じているライン管理職は約 8

割(80.1%)

企画業務型裁量労働制が ｢かなりうまくいっている｣と感じているライン管理

職は6.8%､｢うまくいっている｣は73.3%で､あわせると約 8割を占める｡こ

うしたところでは ｢うまくいっていない｣ところに比べて､以下でみるように､

企画業務型裁量労働制の導入にあたり業務分担の見直しをしたり､業績評価やプ

ロセス評価など評価制度の客観性 ･納得性を高め､評価と処遇の連動を強めてい

る｡また､苦情処理措置の整備も進んでいるOこうした職場では良好なメンタル

-ルスや退社しやすさといった特徴が見られる｡

Orうまくいっている｣職場では､生産性や仕事への意欲の向上に効果ありと感じており､

｢うまくいっていない｣ところでは､総人件費抑制･削減に効果ありと感じている割合が

高い

企画業務型裁量労働制の導入効果を見ると､｢うまくいっている･｣(A群)は｢う

まくいっていない｣(B群)に比べて､効率的な業務遂行や生産性向上､仕事-

の意欲や満足度などで効果があったとする回答が多い｡唯一､B群がA群より高

くなっているのは ｢総人件費の抑制 ･削減｣で､企画業務型裁量労働制の導入の

ねらいについても､B群では ｢総人件費の抑制 ･削減｣や ｢残業時間の見直し･
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削減｣と認識している割合がA群に比べて高い｡

Orうまくいっている｣職場では､適用者の全体業務の約 7割を企画業務型裁量労働制

の対象業務が占める

運用が ｢うまくいっている｣(A群)と ｢うまくいっていない｣(8群)では､

業務全体における企画業務型裁量労働制対象業務の比率に違いが見られる｡A群

では､適用者の全体業務のうち対象業務が約 7割(69.5%)を占めるが､B群では

5割強(55.0%)となっており､裁量労働にあたらない業務が全体の半分程度を占

めている｡また､A群ではB群に比べて､企画業務型裁量労働制を導入する際に

なんらかの業務分担の見直しをしているところが4割強 (41.5%)と多くなって

いる｡

OrうまくいっているJ職場は､評価基準の客観性･納得性が高く､成果主義的な処遇と

連動が強い

目標管理制度の導入や目標達成度の業績評価-の反映などA､B群に差はみら

れず､ほとんどが取り入れている｡しかし､運用を見ると､業績評価やプロセス

評価の評価基準の客観性や納得性はB群に比べてA群は高くなっており､｢評価

結果により賃金 ･賞与で相当の格差がつく｣との回答も多いOまた､評価や処遇

に関する苦情処理措置もA群はB群に比べて整備されており､評価結果に関して

異議や苦情が申し出やすい雰囲気と感 じている割合もA群は高くなっている｡

O｢うまくいっている｣職場では､自分の仕事が終われば退社できる､95.0%

A群は自分の仕事が終われば退社できるとする割合が 95.0%と高いのに対し

て､B群では69.2%とやや低い｡逆に､B群では上司や同僚などが残っていると

退社しづらいとの回答が約 3割 (28.9%)を占めるなどA群に比べて多くなって

いる｡

O｢うまくいっている｣職場では､メンタルヘルス｢おおむね良好J､約 7割(69.7%)

健康確保措置､特にメンタル-ルスについてみると､｢おおむね良好｣とする

回答は､A群で約 7割 (69.7%)､B群は30.2%となっている｡逆にB群では､｢良

好であるが､やや問題がある｣(34.9%)､｢悪化の傾向が見受けられる｣(23.8%)
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などについてA群に比べて高い結果になっている｡

②企業調査

○裁量労働制､｢いまのところ導入する予定はない｣6割強

専門業務型裁量労働制､企画業務型裁量労働制それぞれの導入率は 9.3%､

5.00/oD｢導入していないが近く将来導入予定｣という企業も､それぞれ 2.3%､

1.3%｡6割強の企業は ｢いまのところ導入する予定はない｣｡

○裁量労働制の運用､｢うまくいっている｣｢ややうまくいっている｣あわせて約8割

専門業務型裁量労働制あるいは企画業務型裁量労働制の運用が｢うまくいって

いる｣という企業は､それぞれ47.4%､52.4%｡また､｢ややうまくいっている｣

という企業は､それぞれ 31.6%､33.3%となっているBライン管理職の調査に

比べると､｢うまくいっている｣という回答が高いのが特徴的であるo

O裁量労働制の導入目的は｢創造的､自律的な仕事ができる環境整備｣8割強

専門業務型裁量労働制あるいは企画業務型裁量労働制を導入している企業で

は､その目的として最も回答率が高かったのは､｢創造的､自律的な仕事ができ

る環境整備｣O次いで､｢成果主義の浸透に向けて意識改革｣､｢部門の生産性の向

上｣となっており､ライン管理職調査と同じ結果となっている｡

○裁量労働制の導入効果､｢効率的な仕事の進め方をするようになった｣約8割

専門業務型裁量労働制あるいは企画業務型裁量労働制を導入している企業では､

導入効果として ｢効率的な仕事の進め方をするようになった｣という回答が最も

多く､次いで ｢部門の生産性や成果があがった｣､｢成果や業績-の意識が高まっ

た｣などとなっている｡

○裁量労働制対象者の処遇､｢評価で賃金･賞与に格差がつくJ成果主義型7-8割

専門業務型裁量労働制あるいは企画業務型裁量労働制を導入している企業では､

対象者の処遇は ｢評価で賃金･賞与に格差がつく｣という回答がそれぞれ71.1%､

81.0%.その一方で､｢業績や成果の基準は客観的で納得性の高いものになってい

る｣は52.6%､57.1%､｢プロセスの基準は客観的で納得性の高いものになってい
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る｣は 47.4%､47.6%となっているなど､処遇が成果主義になっている反面､評

価の客観性､納得性が進んでいないことがうかがわれるOまた､｢意見や苦情を申

し出やすい職場の雰囲気になっている｣は 42.1%､38.1%と低くなっている点も

注目される｡

○裁量労働制の今後の運用､｢対象職種の拡大｣｢対象者の拡大｣いずれも2割程度

裁量労働制の今後の運用について､｢法令の定める範囲で､対象職種を拡大して

いきたい｣という企業は23.7%､28.6%Dまた､｢対象者の条件を緩和して､対象

者を増やしていきたい｣は同じく10.5%､14.3%にとどまる｡

○裁量労働制の導入･運用課題､｢労務管理が煩雑｣が最も多く44.1%

裁量労働制の導入 ･運用課題は ｢労務管理が煩雑になる｣が最も多く､44.1%O

次いで ｢業務内容が裁量労働制に適 していない｣39.1%､｢裁量労働制適用者の時

間がルーズになる｣が29.6%などとなっている｡
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